
 

そろそろ準備しておきたい 2024 年度所得の確定申告資料（2） 

 

～確定申告でしか還付されない所得（税額）控除～ 

 
神戸市職員信用組合 生活設計相談員 

（一社）FP 税務・社会保険制度研究会理事 

1 級 FP 技能士・一級建築士 小澤昭彦 

 

 私たちの生活において、身近な問題である税金（所得税）について、細かなところまで理解さ

れている方は少ないと思います。 

 今回は、皆様が年末に受け取られる｛源泉徴収票」をもとに、税金の掛かり方を、しっかり勉

強してみましょう。 

 

 

 

 



 

 

★皆さんも早速今年の源泉徴収票で確認してみてくださいね！ 

 

 



 

 
 


